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令和７年度当初予算 令和８年度以降（※１）

採択種類 ①待機児童対策
②人口減少対策
③地域の課題に応じた保育提供体制確保のための対策

対象自治体
（経過措置を含む）

①R7.4.1時点で、待機児童が１人以上見込まれる市区
町村又は待機児童が見込まれない場合であっても今後
潜在的なニーズも含め保育ニーズの増大が見込まれる
市区町村

②過疎市町村のうち、保育ニーズの減少が見込まれる市
区町村（財政支援を受けないことによりニーズの減少
が見込まれる場合を含む）

③待機児童対策・人口減少対策、その他保育提供体制に
かかる課題が特に深刻であり、地域の課題や対応方針
等にかかる計画を国に提出する市区町村

①＜整備費・改修費＞
・財政支援を受ける各年度の４月１日時点において、
待機児童が10人以上見込まれる市区町村（※２）

※２ 既に設置主体となる事業者と協議等を進めていた場合
であって、就学前教育・保育施設整備交付金の財政支援
（設置主体の緩和）を希望する場合には、各年度時点で、
待機児童が１人以上見込まれる市区町村又は待機児童が見
込まれない場合であっても今後潜在的なニーズも含め保育
ニーズの増大が見込まれる市区町村（経過措置）

＜整備費・改修費以外＞
上記に加え、
・過去３年のいずれかの４月１日時点において待機機
児童が生じている市区町村

・令和５年度または令和６年度に実施している市区町
村（令和10年度までの経過措置）

②左記と同様

③左記と同様

財政支援 Ｒ７年度以降、ｐ１に記載の通り変更（廃止する支援については、Ｒ７年度より廃止）

実施計画様式 ・整備計画
・整備予定

左記に加え、
・地域における保育提供体制の現状・課題
・課題に対して力を入れて取り組む内容
・財政支援を必要とする理由 等

地方版子ども・子育
て会議等での承認

不要 必要（ただし、会議日程等の事情により事後の承認とな
る場合も可）

（参考）令和７年度～令和８年度以降における対応の変更点
※１ 下線は前年度の運用からの変更点
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地方版子ども・子育て会議等に諮ることについて

・ 原則として、地方版子ども・子育て会議に諮ることとする。

ただし、地方版子ども・子育て会議を設置していない自治体等においては代替手段を用いることも認めるが、担当者

ではなく市町村として意思決定された実施計画・整備計画であると説明できることが必要。

・ 会議については、書面での開催も可とする。

会議体・諮り方

・ 実施計画・整備計画は、会議体への諮問等を行った後に都道府県を通じて国に提出することを原則とするが、会議

体の開催時期を考慮し、事後に諮問等を行うことも可とする。

・ 事後に諮問等を行う場合でも、希望する財政支援の補助金等に係る交付申請時期までには承認を得ること。

・ なお、仮に事後に承認を得ることができなかった場合は、「実施計画」の採択取り消しを行うことがあり得る。

時期

・ 会議体に諮ったことについては、実施計画の様式上に記載欄を設け、確認を行うこととしている。

その他

・ 「採択を要する実施計画」及び「整備計画（エントリーシート）」については、将来における保育需要の把握が十分で
あるかや、当該需要に基づいた提供体制を確保するための計画となっているか等を確認する観点で、地方版子ども・子
育て会議等での承認を得ることを必要としている。
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